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大規模小売店舗立地法に基づく新設届

「（仮称）ペットエコ＆ザ・ガーデン中山吉成店」概要

1 大規模小売店舗の名称、所在地
（仮称）ペットエコ＆

ザ・ガーデン中山吉成店

仙台市青葉区芋沢字吉成

山18-159 他

2
大規模小売店舗を設置する者の氏

名、住所

有限会社ヨネヤマプラン

テイション

代表取締役 米山 由男

横浜市港北区新羽町
にっぱちょう

2582番地

3
大規模小売店舗において小売業を行

う者の氏名（名称）、代表者、住所

有限会社ヨネヤマプラン

テイション

代表取締役 米山 由男

横浜市港北区新羽町

2582番地

4 大規模小売店舗の新設をする日 平成２３年５月３１日

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 ２，０８４．２３㎡

6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

① 駐車場の収容台数 ７０台

② 駐輪場の収容台数 ５４台

③ 荷さばき施設の面積 ２００㎡

④ 廃棄物保管施設の容量 １５．４７㎥

7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

①
小売業を行う者の開店時刻及び閉店

時刻

有限会社ヨネヤマプラン

テイション
１０：００～２０:００

②
来客が駐車場を利用することができ

る時間帯
９：３０～２０：３０

③ 駐車場の自動車の出入口の数 ２箇所

④
荷さばき施設において荷さばきを行

うことができる時間帯

６：００～９：３０

２０：３０～２２：００

8 届出年月日 平成２２年９月３０日

資料１
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（別紙）

大規模小売店舗立地法第８条２項の規定による意見書

１ 大規模小売店舗の名称 （仮称）ペットエコ＆ザ・ガーデン中山吉成店

２ 大規模小売店舗の所在地 青葉区芋沢字吉成山 18-159 他

３ 設置者が周辺の地域の生活環境保持のため配慮すべき事項についての意見

（１）交通処理についての意見

当該店は第二中山吉成地区に隣接するが、本宅地内は市道として供用されていない区画道路である。

そのためか本届出は当該地区の宅地内（以下「中山台西町内会」という。）への交通影響が検討されて

いない。交通予測結果は北山根白石線（以下「泉 0008」という。）と宮城中山線（以下「青葉 5001」

という。）の交差点（交差点 5）において、泉 0008 根白石方向から青葉 5001 への右折（交差点 5③方

向右折）を「来退店経路外」としているが、地域感覚では「来店経路外」であっても「退店経路」とし

て検討すべきである。

店舗から仙台北環状線（以下「県道 037」という。）に帰る退店者のうち、交差点５を相当数が直進

ではなく「右折」すると予想される。直進した先、中山幹線 3 号線（以下「泉 4013」という。）と中山

吉成幹線１号線（以下「青葉 5002」という。）の交差点（交差点 4）及び泉 0008 と県道 037 の交差点

（交差点 1）は休日の買い物時間帯など、素人目でも飽和度 1 或いは混雑度 1～1.3 程度と見られる日も

あるなど混雑が激しい。大型車混入率が 1％程度であることから、車両は近隣商圏内の居住者が多いと

思われ、慣れた（地理に明るい）利用者は交差点 1 又は交差点 4 で待たされる直進方向を避け、距離的

に遠回りであっても交差点 5③方向右折により青葉 5001 から青葉 5002 に入り交差点 4③方向右折にて

泉 0008 に入り直すか、又は青葉 5001 より吉成伊勢市線 2 号線（青葉 5166）よりカットすることを考

える。対して交差点 5③方向右折は、本届出の調査日（６月 27 日）表 4-3 の滞留長は 31.4～34.3ｍと

すでに「平日休日開店前後の滞留長が不足」と判断され、かつ調査日以降の共同住宅の完成など、更に

滞留は多くなっている。これは誘導計画を策定している交差点 1①右折方向と遜色ない。

こうしたことから、店舗 NO1 又は NO2 出入口から県道 037 に向かいたい退店者は、交差点５③方

向右折の滞留や直進先の交差点 4 の混雑を避けるため、宅地内を「抜け道」にして、中山台三丁目 6 号

線（青葉 5833）、中山台三丁目 4 号線（青葉 5828）を経て青葉 5001 へと走り抜けることが容易に予想

される。合わせて中山台西町内会の区画道路から泉 0008 への右左折も現在以上に混雑が予想され、住

宅街の日常生活への影響が大である。以上から、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関

する指針」による仙台市の運用基準「駐車場へ至る経路及び駐車場から出庫する経路については，次の

いずれかに該当するような道路を主な経路としないよう配慮し…」にて配慮すべき事項、(1)歩道の無い

幅員 6ｍ未満の道路、（2）歩道の無い通学路、(3)生活道路、への配慮が本計画では不足しており、交通

処理計画と誘導計画に補完を求めるものである。

（２）光害に関する意見

照明の設計基準として道路照明施設設置基準・同解説（(社)日本道路協会）は本届出になじまないた

め、JISZ9111 にて設計したと思われ、また JISZ9110 から保守率は照明学会･技術指針 JIEG-001(2005)

を採用したと思われる。これによれば屋外の簡易密閉型（下面カバー付) での標準的保守率は、メタル
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ハライドランプ MCF300/275・L2/BUD 及び MT145CHE-W では 0.5(良い)、0.47(普通)、0.44(悪い)

に分類され、本届出では 0.44(悪い)を設計値としているが、JISZ9110 で推奨するように「保守率を導

き出した条件を明らかにするとともに、ランプの交換頻度、照明器具の清掃頻度、清掃方法などを含む、

包括的な保守計画」により、保守率を再検討すべきである。メタルハライドランプは他のランプに比し

て光束低下が早い傾向から保守率が他ランプより低めであるが、本届出のような開放空間かつ周囲環境

により汚れ等影響を受けない場所において、少なくとも店舗事業者が適切な管理を行うならば、0.44(悪

い)は過度な保守率であり、0.5(良い)として見直すべきである。1/0.44＝2.27 と 1/0.5＝2 から、工事完

成後の照度は添付図 10（照度分布図）より 27％明るく、隣接する住宅街に光害をもたらすことが想像

される。交通による影響を大きく受ける道路環境でも保守率は 0.7～0.65 程度である。また照明の器具

高さが GL＋4.5ｍ（店舗壁面用としている LEDG-70946W(S)-LS8 を除く）であるが、実際は擁壁 4.0

～4.3ｍが GL となるため、住宅地道路側からは一般の道路照明灯８ｍと同等となる。そのため住居 2

階を上方向及び横方向から照らす光害をもたらさないよう、HG-43811RVK のオプション仕様よりカッ

トルーバーを採用するほか、店舗明かりを含めて直接の光の影響を抑えるため、遮光のための囲障を最

低でも A 棟～B２棟間の駐車場敷住宅地側に設けるべきである。

（３）騒音に関する意見

騒音規制法第 27 条 2 及び「仙台市大規模小売店舗立地法運用の基準」から騒音については、騒音に

係る環境基準の地域類型をあてはめる地域の指定（平成 17 年 3 月 31 日宮城県告示第 367 号）、騒音規

制法による地域の指定及び規制基準値等（平成 8 年仙台市告示第 185 号）となる。本届出の騒音予測地

点は敷地外、夜間の常時機器の地点 15 予測を除き、地点 5、6、7、11 予測は以下となっていた。

第 1 種低層住居専用地域として↓

朝

午前 6 時から

午前 8 時まで

昼間

午前 8 時から

午後 7 時まで

夕

午後 7 時から

午後10時まで

夜間

午後 10 時から

午前 6 時まで

宮城県告示第 367

号

地域類型 A

55dB

地域類型 A

45dB

仙台市告示第 185

号 45dB 50dB 45dB 40dB

地点 5 予測 1F にて 50.8dB

地点 6 予測 1F にて 50.1dB

地点 7 予測 1F にて 48.0dB

地点 11 予測 1Fにて33.8dB

本届出は工場・事業場騒音として環境基準による県告示第 367 号により判断しているが、騒音規制値

である市告示第 185 号とは照合していない。技術的に異なる両告示がそのまま全て当てはまるものでは

ないものの、第二中山吉成地区の地区開発はすでに 10 年となり、店舗隣接地の住民は 10 年又は同等の

期間を居住している者が大半であり、いかに基準値内であるからといって突然に 40～50dB もの騒音を

出されては感情的に納得されない。騒音に対する受け止め方は人によって大きく相違するから、事前に

現在の街区の暗騒音を測定し、本予測計算値とともに改めて影響を評価すべきである。また、ある周波



4

数の音が騒音たるか否かは個人の主観的な判断によるので、一人にとって許容されるものでも、他の人

にとっては騒音と認識されることもり、夜間は現在の暗騒音値レベルの住居環境を確保できるよう、防

音効果のある囲障を設けるべきである。なお地点１５は第 2 種住居地域の基準により判断することが法

に沿った理としても、隣接するのは第 1 種低層住居専用地域であり、かつ住居も密接している。常識的

に深夜間に騒音源となる機器等は「店舗の道路側」に配置設計するのが一般的に常識である。

（４）緑化計画に関する意見

届出書によれば住居側の擁壁及び接道部までを緑化計画の面積として算入している。これは「杜の都

の環境をつくる条例及び規則」規則別表 2 で定める緑化義務の面積（1－建ぺい率の最高限度 0.6）×0.35

＝14％を満たすためのものであり、そのために擁壁をキヅタによる植栽としている。事業者の敷地水平

投影面積上、主張は成り立つかもしれないが、擁壁をツタ類で埋め尽くして影響を受けるのは常にそれ

を目にすることになる中山台西町内会の住民であり、その目前に居住する世帯である。ツタ系に植生す

るアブラムシの発生など、植栽後の恒久的な維持について誰が責任を持てるのか。住民の気持ちを全く

意に介さず、義務面積確保のため、住宅の目の前を一方的にツタ一色とする計画には、事業者そしてそ

の計画を認めた市側に対して大いに疑義がある。前項（２）光害に関する意見、（３）騒音に関する意

見から、遮光と防音のために求められる囲障を設け、かつ囲障は敷地内にて１～２ｍ程度後退させ囲障

と擁壁境界を緑化面積とするなど、住民影響の少ない店舗敷地内により条例義務を果たすべきである。

(５)その他、プライバシー確保に関する意見

本店舗は擁壁 4.0～4.3m 上のため、駐車場に立つ成人の身長から視線高さがそのまま対面する住居２

階の室内を覗く窓や洗濯物を干しているベランダの高さとなる。敷地の住居側は駐車場となっているた

め、不特定の人間に常にプライバーを覗かれているという状態を住民に強いることになる。水平距離は

１ｍを超えているからといって、まったく目隠しを設けなくてよいということにはならず、人格権によ

る目隠し設置義務の考え方があることを事業者は思慮すべきである。また駐車場の利用方法として来店

者への前面駐車やアイドリングストップの協力依頼も必要であるが、従業員駐車場は店舗の「開閉店時

間外」の使用となることを考えれば、従業員用の区画は住居側でなく道路側に確保することも常識的な

配慮である。現在、工事中の状況で２ｍ程度の仮囲いを設けており、住民側から見て特に圧迫感、威圧

感などは感じていないことから、完成時に求められる囲障は、「民法第 225 条（囲障の設置）高さ２m

のものでなければならない」及び「民法第 234 条（境界線付近の建築の制限）他人の宅地を見通すこと

のできる窓又は縁側（ベランダを含む。）を設ける者は、目隠しを付けなければならない」を類推適用

し、防音と遮光効果を持つ２m 以上の囲障として前項（２）光害に関する意見、（３）騒音に関する意

見をも満たすよう努力すべきである。

以上
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(別紙１) 住民からの意見に対する回答

（１）交通処理についての意見

意見内容 回答内容

当該店は第二中山吉成地区に隣接するが、本宅地内は市道として

供用されていない区画道路である。そのためか本届出は当該地区の

宅地内（以下「中山台西町内会」という｡）への交通影響が検討され

ていない。交通予測結果は北山根白石線（以下「泉 0008」という｡）

と宮城中山線（以下「青葉 5001」という｡）の交差点（交差点 5）に

おいて、泉 0008 根白石方向から青葉 5001 への右折（交差点 5③方

向右折）を「来退店経路外」としているが、地域感覚では「来店経

路外」であっても「退店経路」として検討すべきである。

店舗から仙台北環状線（以下「県道 037」という｡）に帰る退店者

のうち、交差点 5.を相当数が直進ではなく「右折」すると予想され

る。直進した先、中山幹線３号線（以下「泉 4013」という｡）と中

山吉成幹線１号線（以下「青葉 5002」という｡）の交差点（交差点 4）

及び泉 0008 と県道 037 の交差点（交差点 1）は休日の買い物時間帯

など、素人目でも飽和度Ｉ或いは混雑度 I～I.3 程度と見られる日も

あるなど混雑が激しい。大型車混入率が 1％程度であることから、

車両は近隣商圏内の居住者が多いと思われ、慣れた（地理に明るい）

利用者は交差点１又は交差点４で待たされる直進方向を避け、距離

的に遠回りであっても交差点5③方向右折により青葉5001から青葉

5002 に入り交差点４③方向右折にて泉 0008 に入り直すか、又は青

葉 5001 より吉成伊勢市線２号線（青葉 5166）よりカットすること

を考える。対して交差点 5③方向右折は、本届出の調査日（6月 27

日）表 4-3 の滞留長は 31.4～34.3m とすでに「平日休日開店前後の

滞留長が不足」と判断され、かつ調査日以降の共同住宅の完成など、

更に滞留は多くなっている。これは誘導計画を策定している交差点

1①右折方向と遜色ない。

こうしたことから、店舗 N01 又は N02 出入口から県道 037 に向か

いたい退店者は、交差点５③方向右折の滞留や直進先の交差点４の

混雑を避けるため、宅地内を「抜け道」にして、中山台三丁目６号

線（青葉 5833）、中山台三丁目４号線（青葉 5828）を経て青葉 5001

へと走り抜けることが容易に予想される。合わせて中山台西町内会

の区画道路から泉 0008 への右左折も現在以上に混雑が予想され、住

宅街の日常生活への影響が大である。以上から、「大規模小売店舗を

設置する者が配慮すべき事項に関する指針」による仙台市の運用基

準「駐車場へ至る経路及び駐車場から出庫する経路については，次

のいずれかに該当するような道路を主な経路としないよう配慮し

…」にて配慮すべき事項、（1）歩道の無い幅員６ｍ未満の道路、（2）

歩道の無い通学路、（3）生活道路、への配慮が本計画では不足して

おり、交通処理計画と誘導計画に補完を求めるものである。

店舗北側の区画道路、中山台３丁目６号

線及び中山台３丁目４号線については、来

退店経路として考えていませんが、住宅地

内道路の混雑による住民生活への影響に

配慮し、来客に対して、住宅内道路を来退

店経路として利用しないような案内（看板

設置・チラシ貼付、チラシ配布）を行いま

す（資料１参照）。

開店後、周辺状況を把握しながら、問題

が発生した場合には、適切な対応を検討し

ます。



6

（２）光害に関する意見

意見内容 回答内容

照明の設計基準として道路照明施設設置基準・同解説（（社）日本

道路協会）は本届出になじまないため､JIS Z9111 にて設計したと思

われ､また JIS Z9110 から保守率は照明学会･技術指針 JIEG-001

（2005）を採用したと思われる。これによれば屋外の簡易密閉形（下

面カバー付）での標準的保守率は、メタルハライドランプ

MCF300/275 ・ L2/BUD 及び MT145CHE-Wでは0.5(良い)、0.47(普通)、

0.44(悪い)に分類され、本届出では 0.44(悪い)を設計値としている

が、JIS Z9110 で推奨するように｢保守率を導き出した条件を明らか

にするとともに、ランプの交換頻度､照明器具の清掃頻度､清掃方法

などを含む、包括的な保守計画｣により、保守率を再検討すべきであ

る。メタルハライドランプは他のランプに比して光束低下が早い傾

向から保守率が他ランプより低めであるが、本届出のような開放空

間かつ周囲環境により汚れ等影響を受けない場所において､少なく

とも店舗事業者が適切な管理を行うならば､0.44(悪い)は過度な保

守率であり、0.5(良い)として見直すべきである。1/0.44＝2.27 と

1/0.5＝2から、工事完成後の照度は添付図10(照度分布図)より27％

明るく、隣接する住宅街に光害をもたらすことが想像される。交通

による影響を大きく受ける道路環境でも保守率は 0.7～0.65 程度で

ある。また照明の器具高さが GL+4.5m(店舗壁面用としている

LEDG-70946W(S)･LS8 を除く)であるが、実際は擁壁 4.0～4.3m が GL

となるため、住宅地道路側からは一般の道路照明灯 8m と同等とな

る。そのため住居２階を上方向及び横方向から照らす光害をもたら

さないよう、HG･43811RVK のオプション仕様よりカットルーバーを

採用するほか、店舗明かりを含めて直接の光の影響を抑えるため、

遮光のための囲障を最低でもＡ棟～B2 棟間の駐車場敷住宅地側に

設けるべきである。

現計画においては、隣接住宅に配慮し、

照明器具にカットルーバー（住居側及び上

部）を採用しています。意見内容をふまえ、

光害対策として下記内容を追加すること

で、保守率 0.5 で計算した場合においても

隣接住民への影響が小さい計画とします

（資料２～９参照）。

① カットルーバー（左右）を増やし、

住宅地側に光が向かないような計

画とします（資料５参照）。

② 保守率 0.5 で照度計算した場合、照

度が１４％程度増加することから、

ランプ容量を３００Ｗから２５０

Ｗに下げ、全体として照度をおとし

た計画とします。

③ Ａ棟～B2 棟間の駐車場敷住宅地側

に目隠しフェンスを設置し、隣接住

宅への影響を低減します（資料１，

１０～１２参照）。
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（３）騒音に関する意見

意見内容 回答内容

騒音規制法第 27 条２及び「仙台市大規模小売店舗立地法運用の基

準」から騒音については、騒音に係る環境基準の地域類型をあては

める地域の指定（平成 17 年３月 31 日宮城県告示第 367 号）、騒音規

制法による地域の指定及び規制基準値等（平成８年仙台市告示第

185 号）となる。本届出の騒音予測地点は敷地外、夜間の常時機器

の地点 15 予測を除き、地点 5、6、7、11 予測は以下となっていた。

第１種低層住居専用地域として↓

朝
午前６時

から
午前８時
まで

昼間
午前８時

から
午後７時
まで

夕
午後７時

から
午後 10 時
まで

夜間
午後 10 時

から
午前６時
まで

宮城県

告示
第 367 号

地域類型Ａ

55dB

地域類型Ａ

45dB

仙台市
告示

第 185 号
45dB 50dB 45dB 40dB

地点５
予測

1F にて 50.8dB

地点６
予測

1F にて 50.1dB

地点７
予測

1F にて 48.0dB

地点 11
予測

1F にて
33.8dB

本届出は工場・事業場騒音として環境基準による県告示第 367 号

により判断しているが、騒音規制値である市告示第 185 号とは照合

していない｡技術的に異なる両告示がそのまま全て当てはまるもの

ではないものの、第二中山吉成地区の地区開発はすでに 10 年とな

り、店舗隣接地の住民は 10 年又は同等の期間を居住している者が大

半であり、いかに基準値内であるからといって突然に 40～50dB もの

騒音を出されては感情的に納得されない。騒音に対する受け止め方

は人によって大きく相違するから、事前に現在の街区の暗騒音を測

定し、本予測計算値とともに改めて影響を評価すべきである。また、

ある周波数の音が騒音たるか否かは個人の主観的な判断によるの

で、一人にとって許容されるものでも、他の人にとっては騒音と認

識されることもり、夜間は現在の暗騒音値レベルの住居環境を確保

できるよう、防音効果のある囲障を設けるべきである。なお地点 15

は第２種住居地域の基準により判断することが法に沿った理として

も、隣接するのは第１種低層住居専用地域であり、かつ住居も密接

している。常識的に深夜間に騒音源となる機器等は「店舗の道路側」

に配置設計するのが一般的に常識である。

店舗周辺の等価騒音レベルは、昼間・夜

間ともに環境基準値（地域類型Ａ：昼間

55dB/夜間 45dB）以下となっています。

夜間の騒音レベル最大値についても、規

制基準値（２種区域：45dB）以下となって

います。夜間の騒音レベル最大値は、１種

区域の規制基準値（40dB）以下となってい

ることから、隣接する住居に対する影響も

小さいと考えております。

夜間稼働の室外機については、空調効率

等の問題から道路側への設置は難しい状

況ですが、周辺住民に配慮し、遮音フェン

スを設置することで、周辺への騒音の影響

を更に低減できる計画とします（資料１，

１０～１２参照）。

開店後、周辺状況を把握しながら、問題

が発生した場合には、適切な対応を検討し

ます。



8

（４）緑化計画に関する意見

意見内容 回答内容

届出書によれば住居側の擁壁及び接道部までを緑化計画の面積と

して算入している。これは「杜の都の環境をつくる条例及び規則」

規則別表２で定める緑化義務の面積（1－建ぺい率の最高限度 0.6）

×0.35＝14％を満たすためのものであり、そのために擁壁をキヅタ

による植栽としている。事業者の敷地水平投影面積上、主張は成り

立つかもしれないが、擁壁をツタ類で埋め尽くして影響を受けるの

は常にそれを目にすることになる中山台西町内会の住民であり、そ

の目前に居住する世帯である。ツタ系に植生するアブラムシの発生

など、植栽後の恒久的な維持について誰が責任を持てるのか。住民

の気持ちを全く意に介さず、義務面積確保のため、住宅の目の前を

一方的にツタ一色とする計画には、事業者そしてその計画を認めた

市側に対して大いに疑義がある。前項（２）光害に関する意見、（３）

騒音に関する意見から、遮光と防音のために求められる囲障を設け、

かつ囲障は敷地内にて 1～2m 程度後退させ囲障と擁壁境界を緑化面

積とするなど、住民影響の少ない店舗敷地内により条例義務を果た

すべきである。

仙台市との打ち合わせにより緑化計画

を策定しておりましたが、擁壁のキヅタに

よる植栽面積を減らし敷地境界に生垣（ト

キワマンサク）を設置する計画とします

（資料１３～１６参照）。

設置する囲障を店舗敷地側へ後退させ

た上での擁壁境界の緑化については、駐車

場台数確保等の問題から難しい状況です

が、擁壁下の敷地境界上に生垣を設置する

ことで緑化面積を確保する計画とします。

また、隣接住民の生活環境に影響を与え

ることのないように、植栽の維持管理を徹

底します。

（５）その他、プライバシー確保に関する意見

意見内容 回答内容

本店舗は擁壁 4.0～4.3m 上のため､駐車場に立つ成人の身長から

視線高さがそのまま対面する住居２階の室内を覗く窓や洗濯物を干

しているベランダの高さとなる。敷地の住居側は駐車場となってい

るため、不特定の人間に常にプライバシーを覗かれているという状

態を住民に強いることになる。水平距離は 1m を超えているからとい

って、まったく目隠しを設けなくてよいということにはならず、人

格権による目隠し設置義務の考え方があることを事業者は思慮すべ

きである。また駐車場の利用方法として来店者への前面駐車やアイ

ドリングストップの協力依頼も必要であるが、従業員駐車場は店舗

の「開閉店時間外」の使用となることを考えれば、従業員用の区画

は住居側でなく道路側に確保することも常識的な配慮である。現在、

工事中の状況で２ｍ程度の仮囲いを設けており、住民側から見て特

に圧迫感、威圧感などは感じていないことから、完成時に求められ

る囲障は、「民法第 225 条（囲障の設置）高さ 2m のものでなければ

ならない」及び「民法第 234 条（境界線付近の建築の制限）他人の

宅地を見通すことのできる窓又は縁側（ベランダを含む｡）を設ける

者は、目隠しを付けなければならない」を類推適用し、防音と遮光

効果を持つ 2m 以上の囲障として前項（２）光害に関する意見、（３）

騒音に関する意見をも満たすよう努力すべきである。

工事中の仮囲いが、住民側からみて、圧

迫感・威圧感が感じられないとの意見も参

考とし、Ａ棟～B2 棟間の駐車場敷住宅地側

に目隠しフェンスを設置する計画としま

す（資料１，１０～１２参照）。

営業時間終了後に退店する従業員車両

については、住居側以外の駐車区画に駐車

することとします。
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住民説明会の実施状況及び質疑事項等

大規模小売店舗の名称 （仮称）ペットエコ＆ザ・ガーデン中山吉成店

説明会の日時・出席人数 1 回目 平成 22 年 11 月 30 日（火）16:00～

2 回目 〃 18:00～

4 名

3 名

説明会の会場 吉成市民センター

（仙台市青葉区国見ヶ丘 2 丁目 2 番 1 号）

質疑等

質問事項 回答内容

建築工事エリアから作業員の声

が聞こえて気になるが、騒音実測

調査は行っているのか。

実測結果はないですが、周辺住宅地に配慮するよう

施行業者に注意を促します

騒音・排気ガス対策として、店舗

西側の住宅地側の駐車スペース

を全て従業員用として利用でき

ないか。

全て従業員用にするのは難しいですが、前向き駐車

を促す等の対策を検討します。

店舗駐車場が、西側住宅の 2 階の

高さと同じくらいなので、視線を

妨げるフェンス等を設置してほ

しい。

計画では、高さ 1.1m のメッシュフェンスを設置す

る計画です。高いフェンスを設置すると圧迫感が感

じられることもあるので、どのようなことができる

か今後検討します。

室外機の位置はどのあたりか。 A 棟は建物西側で、B1～B2 棟は建物北側です。

ペットの臭気対策について教え

てほしい。

除臭・ウィルス除去設備を設置する予定です。

夜間のペットの鳴き声対策につ

いて教えてほしい。

壁の材料にジャスコ等で使われている ALC を用いま

す。さらに、換気口からの騒音低減のため、消音ダ

クト等を設置する予定です。

駐車場入口からの右折入庫で混

雑するのではないか。

開店時・繁忙時には必要に応じて交通誘導員を配置

します。2 箇所の出入口を入口専用・出口専用とし

て利用することで混雑防止に努めます。

B1 棟北側の T 字路は時間帯によ

って進入禁止となっている。店舗

敷地の一部に進入禁止看板を設

置させて欲しい。

今後、話し合いましょう。

建物は何階建てなのか。 全て 1 階建てです。

駐車場の照明は、住宅地に影響な

いのか。

仙台市の指導に従い、敷地境界線上で 5 ルクス程度

としていることから影響は小さいと考えています。

駐車場の照明は閉店後消灯しますが、夜間搬入時に

は搬入スペース周辺のみを照らすことで、周辺住居

への影響を低減します。
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質問事項 回答内容

ガーデン棟の高さはどれくらい

か。

B1 棟はパラペット最上部で 7.4m 弱（平均地盤高よ

り）で、B2 棟は 3.1～3.4m 程度です。

店舗まわりにフェンスを設置す

るのか。

西側の駐車場部分にメッシュフェンスを設置しま

す。

西側全部に目隠し・飛散防止用の

フェンスを設置して欲しい。

建物西側部分は、従業員等が施設メンテナンスのた

めに進入するだけなので、フェンス設置は不要と考

えています。駐車場部分のフェンスについては、今

後検討します。

室外機の音の大きさはどれくら

いか。

住宅用の室外機より少し大きい程度です。住宅地側

では基準以下となっているので影響は小さいと考

えています。

A 棟側はペットがいるので、室外

機は 24 時間稼動するのか。

24 時間稼動するのは数台のみです。

駐車場の排ガス対策をして欲し

い。

西側駐車スペースを前向き駐車にする等の対策を

考えています。

店舗敷地が高くなっているので、

フェンス設置の際には風で倒れ

ないようにする対策も必要だと

思う。

考慮します。

擁壁下の草刈りはどうするのか。 従業員が行います。

視界確保のため擁壁下には高い

木を植えないで欲しい。

考慮します。

A 棟の排水はどこに流すのか。 青葉区側に流します。

B1 棟北側の T 字路は時間帯によ

って進入禁止となっている。抜け

道にならないか心配だ。

開店後、状況に応じて対応したいと思います。
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仙台市大規模小売店舗立地法運用協議会各部会における検討経過及び内容

部会名：交通部会 課 名：道路管理課

店舗名 （仮称）ペットエコ＆ザ・ガーデン中山吉成店

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

店舗計画に係る協議については交通管理者（宮城県警本部交通規制課）交通政策

課も含め協議を行った。

協議の中で主に以下の点について指摘をした。

・交差点 4 の北側からの来店経路について、滞留長が不足することから、右折レ

ーンの延長を行うこと。

・敷地内に設置される駐輪場について、歩行者と交錯しないよう配置を見直すこ

と。

これらの指摘に対し、右折レーンの延長を行うこと又駐輪場の配置を見直すこと

で合意を得たので協議終了とした。

なお、住民からの意見書が提出されているが、これに対する設置者の対応につい

て検討を行った結果、南側への退店車両については交差点 5 を右折することを考

慮し、右折レーンの延伸を行うことで概ね配慮されていると判断される。

意見の有無 無し

意見の内容
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仙台市大規模小売店舗立地法運用協議会各部会における検討経過及び内容

部会名：交通部会 課 名：交通政策課

店舗名 （仮称）ペットエコ＆ザ・ガーデン中山吉成店

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

駐車場について，大店立地法，駐車場法，駐車場附置義務条例に基づいた指導

を行い，以下について確認した。

・設置駐車台数について，大店立地法指針値からの算出による必要駐車台数を

満足していること。

・出入口の位置などについて駐車場法の技術的基準を満足していること。

・設置台数のうち 3 割以上を 6ｍ駐車マスとして確保し，そのうち，身障者用

駐車マスも確保されること。

・駐車施設内通路の一方案内や停止ライン等が路面表示されること。

・歩行者の安全確保のため，路面表示による歩行者通路が設置されること。

・荷捌きが営業時間外に行われること。

なお，住民等から出されている意見書のうち，当課に関係する事項は以下のと

おりである。

（１）交通処理についての意見

周辺住宅地内への退店車両の通過防止対策について

これらの意見に関して，

駐車場出口付近に案内看板を設置することなどから，概ね配慮されているも

のと判断する。

意見の有無 有り 無し

意見の内容
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仙台市大規模小売店舗立地法運用協議会各部会における検討経過及び内容

部会名：騒音・照明部会 課 名：環境対策課

店舗名 (仮称)ペットエコ＆ザ･ガーデン中山吉成店

検討経過

及び内容

（住民等の

意見に関す

る検討を含

む。）

設置者と協議を行い，騒音の予測を行った。

(予測地点は，別紙を参照のこと)

騒音の総合的な予測における，各騒音予測地点での等価騒音レベル（昼間・夜間）

の予測結果は，表 1 のとおりであった。

表１ 等価騒音レベルの予測結果

昼間 夜間 昼間 夜間

１ (1.2m) 44

１ (4.7m) 44

２ (1.2m) 46

２ (4.7m) 46

３ (1.2m) 46

３ (4.7m) 46

４ (1.2m) 48

４ (4.7m) 47

５ (1.2m) 51

５ (4.7m) 50

６ (1.2m) 50

６ (4.7m) 50

７ (1.2m) 48

７ (4.7m) 48

８ (1.2m) 9

８ (4.7m) 9

９ (1.2m) 17

９ (4.7m) 17

10 (1.2m) 23

10 (4.7m) 23

11 (1.2m) 34

11 (4.7m) 33

45
Ａ類型

第一種低層
住居専用地域

Ｂ類型
第二種住居地域

予測地点 地域類型
等価騒音レベル（ｄB）

Ｂ類型
第二種住居地域

Ａ類型
第一種低層

住居専用地域

55

環境基準（ｄB）

Ａ類型
第一種中高層
住居専用地域

Ａ類型
第一種中高層
住居専用地域

すべての予測地点において，昼夜ともに環境基準を下回る予測であった。

また，敷地境界上の各予測地点における，夜間に発生する騒音レベルの最大値予

測結果は，表 2(次ページ)のとおりであった。
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表２ 夜間に発生する騒音毎の最大値予測結果

12 (1.2m) 7 空調室外機

12 (4.7m) 7 〃

13 (1.2m) 17 空調室外機

13 (4.7m) 17 〃

14 (1.2m) 21 空調室外機

14 (4.7m) 21 〃

15 (1.2m) 38 空調室外機

15 (4.7m) 36 〃

※学校等から50mの範囲内に立地しているため，基準値は-5dBが適用される

40dB以下※

第２種区域
第二種住居地域

予測地点 発生源規制基準（夜間）
最大騒音

レベル（ｄB）

すべての予測地点において，夜間の規制基準を下回る予測であった。

以上により，店舗から発生する音による周辺生活環境へ与える影響は少ないもの

と考える。

夜間照明については，屋外照明の位置図を精査したところ，外に洩れる光はわず

かであり，周辺の生活環境への影響は少ないものと考える。

「住民等の意見書への設置者の対応」に対する検討内容については，以下のとお

りである。

「（２）光害に関する意見」について

「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針（以下；指針）」

では，二・２・（３）の中で，街並みづくりへの配慮等として，照明の配置や方向，

強さ，点灯時間への配慮を求めている。

この度の設置者により示された対応によれば，保守率について見直すことにより

ランプ容量の抑制をもたらしており，照明による周辺生活環境への影響はより少な

くなるものと考える。

併せて，住宅地側に洩れる光への対応として，カットルーバー及び目隠しフェン

スの追加設置を計画しており，さらなる周辺生活環境への影響の低減が見込まれる

ことから，設置者の対応で周辺生活環境への必要な配慮がなされているものと判断

した。

「（３）騒音に関する意見」について

指針では，二・２・（１）の中で，騒音の発生に係る事項として，保全対象側で

の等価騒音レベルの予測結果と環境基準との比較を求めている。併せて，夜間にお

いて騒音が発生することが見込まれる場合は，発生する騒音レベルの敷地境界上で

の最大値予測結果（夜間）と規制基準（夜間）との比較を求めている。
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この度の設置者により示された予測結果は，以下のとおりである。

①等価騒音レベルの予測結果については，すべての予測地点において，評価対象で

ある環境基準（昼間及び夜間）を満たしている

②発生する騒音レベルの最大値予測結果（夜間）については，すべての予測地点に

おいて，評価対象である規制基準（夜間）を満たしている

なお，②の規制基準については，当該店舗が学校等の周囲 50ｍの範囲内に立地し

ていることから，従来の基準から 5dB 減じた値が適用されており，これは第一種低

層住居専用地域に適用される第一種区域の基準値と同値となっている。

加えて，住宅地側への騒音低減対策として，遮音フェンスの追加設置を計画して

おり，さらなる周辺生活環境への影響の低減が見込まれることから，設置者の対応

で周辺生活環境への必要な配慮がなされているものと判断した。

また，指針では，環境基準値や騒音規制法の規制基準値を周辺生活環境に及ぼす

騒音の評価基準としており，現状の暗騒音については評価する手法が定まっていな

いことから，事業者による暗騒音の測定は必要が無いものと考える。

よって，市の意見を提示する理由はないとした。

意見の有無 有り 無し

意見の内容



2
2
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仙台市大規模小売店舗立地法運用協議会各部会における検討経過及び内容

部会名：廃棄物部会 課 名：廃棄物管理課

店舗名 （仮称）ペットエコ＆ザ・ガーデン中山吉成店

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

廃棄物等に関する処理計画の審査について

指針に基づく廃棄物等の予測排出量を保管可能な施設計画であるか等について

協議を行なった。

１ 廃棄物等の排出量等の予測

「大規模小売店舗を設置するものが配慮する事項に関する指針」に基づき、廃

棄物の種類ごとに排出量を算出し、保管施設を計画する上での廃棄物等の排出量

を適正に予測している。

※ A 棟：6.01 ㎥ B 棟：5.28 ㎥

２ 廃棄物の減量・リサイクル計画

特に排出量が多く見込まれる紙類については、全量リサイクルを行う計画であ

る。

３ 廃棄物保管施設の計画

保管施設は、指針による予測排出量以上を確保し、棟ごとに設置する計画であ

る。

※ 保管施設容量 A 棟：7.80 ㎥ B 棟：7.67 ㎥

※ 指示事項

・ 区分保管のプレート表示を施すこと。

・ 安全面からドアストッパーの設置と床面に段差を生じないように施工す

ること。

・ 環境事業所とごみ集積施設について事前協議を行うこと。

４ 廃棄物の運搬方法

廃棄物の運搬については、委託業者と事前打合せ済みであり、また、発生量を

考慮した収集頻度を計画しているので問題はない。

以上のことを確認し、協議終了とした。

意見の有無 有り 無し

意見の内容
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仙台市大規模小売店舗立地法運用協議会各部会における検討経過及び内容

部会名：街並みづくり部会 課 名：都市景観課

店舗名 （仮称）ペットエコ＆ガーデン中山吉成店

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

当該敷地は仙台市｢杜の都｣景観計画による市街地景観のゾーンの郊外住宅地ゾー

ンに位置し、景観計画に定める基準について協議を行いました。

計画店舗 3 棟とも、基準に適合した色彩を外壁の基調色とし、アクセントとなる

色についても 10％以内とすることで、基準を満たしております。設置する広告物に

ついては、自家用で最小限としており問題はなく、協議時には建物の外壁と併せて

検討をしていただいております。

なお各店舗とも床面積が 3,000 ㎡を超えないため、景観計画の届出は不要の規模

とですが、景観計画に概ね適合していると判断します。

意見の有無 有り 無し

意見の内容
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仙台市大規模小売店舗立地法運用協議会各部会における検討経過及び内容

部会名：街並みづくり 課 名：百年の杜推進課

店舗名 ペットエコ＆ザ・ガーデン中山吉成店

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

杜の都の環境をつくる条例に基づき緑化計画について協議を行った。同条例に

基づく緑化面積等は以下のとおり。なお，住民意見により当初計画を変更した内

容となっている。

1. 緑化計画面積等

ペットエコ棟 （㎡）

敷地面積 緑化基準面積 緑化計画面積 緑化率

3,588.10 502.33（14.0%） 509.93※ 14.21%

※緑化計画面積については，接道部緑化加算及び多層緑化加算を含む。

ザ・ガーデン棟 （㎡）

敷地面積 緑化基準面積 緑化計画面積 緑化率

4,404.76 616.66（14.0%） 626.45※ 14.22%

※緑化計画面積については，接道部緑化加算及び多層緑化加算を含む。

2.緑化内容

敷地の状況から，ツタ類によるよう壁の緑化および敷地境界の生垣に

のよる緑化となっている。店舗レベルの植栽については，店舗・駐車場

の確保から，樹木による緑化が困難であるため，地被類での植栽内容と

なっている。

意見の有無 無し

意見の内容


